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「指定居宅サービス」重要事項説明書 

 

（介護予防）訪問看護 コンフォート樫の木 

 

当事業所は利用者に対して、訪問看護、介護予防訪問看護のサービスを提供します。事業所の概

要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
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１．事業者 

(１)  法人名    株式会社樫の木 

(２)  法人所在地  山形県酒田市山寺字宅地１５９番地 

(３)  電話番号   ０２３４-６２-３５５５ 

(４)  代表者氏名  代表取締役 冨樫 正樹 

(５)  設立年月日  平成６年２月１４日 

 

２．事業所の概要 

  (１) 建物の構造  鉄骨鉄筋コンクリート造 ２階建 

  (２) 建物の延べ床面積   １４８３．２㎡ 

  (３) 併設事業  住宅型有料老人ホーム  

居宅介護支援 （山形県指定 第０６７０８０１５１３号） 

           通所介護 （山形県指定 第０６７０８０１８４４号） 

            定期巡回・随時対応型訪問介護看護（酒田市指定第 0690800321 号） 

 

３．事業所の説明 

(１) サービスの種類    

訪問看護・介護予防訪問看護  介護保険法指定年月日  平成２７年３月２４日  

               生活保護法指定年月日  平成２７年３月２４日 

               健康保険法指定年月日  平成２７年３月２４日 

(２)事業所の所在地  山形県酒田市こあら二丁目４番地の６ 

      交通機関       酒田駅よりタクシーで 10 分、庄内交通 東病院前徒歩１分 

(３)電話番号     ０２３４-４３-１７７１ 

FAX 番号    ０２３４-２４-５５５０ 

(４)管理者氏名  阿部 かほり 

     (５) 事業の開始年月及び有効期間満了日 

  平成２７年３月２４日 より 令和９年３月２３日 

   (６) 通常の事業の実施地域   酒田市 

   (９) 営業日及び営業時間 

 

営 業 日 ３６５日（年中無休） 

受 付 時 間 
日曜日～土曜日  ８:３０ ～ １７:３０ 

電話により２４時間対応可能 

サービス提供 

時間帯 

日曜日～土曜日  ７：３０ ～ １９:００ 

電話等による連絡の対応常時可能 
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４．職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して訪問看護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員

を配置しています。 

 

＜主な職員の配置状況＞  

職  種 
訪問看護 

常勤 非常勤 

1.管理者 １名  

2.看護師 ３名 ２名 

3.准看護師 ２名 ０名 

4.理学療法士  １名 

 

  ＜職務の内容＞ 

1．管理者 ・・・・・ 事業所の管理を一元的に行ないます。 

２．看護職員 ・・・・ 主に利用者の健康管理や療養上の援助を行ないますが、日常生活 

上の介護、介助等も行います。 

 

サービス利用中の医療の提供について 

  緊急の医療を必要とする場合には、利用者の希望により、下記協力医療機関において 

診療や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院 

治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務付け 

るものでもありません。） 

① 協力医療機関 

医療機関の名称 所 在 地 電話番号 

日本海総合病院 酒田市あきほ町 0234-26-2011 

岡田内科循環器科クリニック 酒田市東大町３丁目３８-３ 0234-21-3715 

森田内科クリニック 東田川郡庄内町余目字土堤下 0234-43-8701 

 

② 協力歯科医療機関   

医療機関の名称 所 在 地 電話番号 

ホワイト歯科クリニック 酒田市東泉町６丁目１-１３ 0234-22-7977 

 

５．当事業者が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、以下の２つの場合があります。 

 

 
（１）利用料金が介護保険（医療保険）の給付の対象となる場合 

（２）利用料金の金額をご契約者に負担いただく場合 
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（１）介護保険（医療保険）給付の対象となるサービス 

ア．以下のサービスについては、利用料金の通常９割または８割が介護保険（または医療保

険）から給付されます。 

イ．各サービス料金表によって、利用者のサービスの時間や要介護度などに応じた金額をお

支払い頂きます。なお、法定代理受領の場合は、給付額を除いた金額（原則としてサー

ビス利用料金の１割または２割または３割）をお支払い頂きます。 

ウ．利用者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん 

お支払い頂きます。要支援又は要介護の認定を受けた後自己負担額を除く金額が介護保 

険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も 

償還払いとなります。 

 

＜サービスの概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○具体的なサービスの実施内容・実施日・実施回数は、介護給付で居宅サービス計画（ケアプ 

ラン）がある場合には、それを踏まえた訪問看護計画に定められます。 

また、予防給付で介護予防サービス計画がある場合には、それに定められます。 

  ○上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問看護計画に基づき 

決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系に 

より計算されます。 

かかりつけ医の「訪問看護指示書」に従い、下記のサービスを提供します。 

①病状・障害の観察 

 病状や障害の状態を専門的に見守り、血圧・体温・脈拍などをチェックし、異常を早期 

発見します。 

②在宅療養の世話 

 身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事および排泄等の日常生活介助や指導を行います。 

③介護予防の指導・リハビリテーション 

 病状の悪化や寝たきりになるのを防ぐほか、拘縮機能の回復、嚥下訓練、低栄養や運動機

能低下を防ぐアドバイスをします。 

④認知症・精神疾患のケア 

 認知症や精神疾患の相談, 対応方法のアドバイスなどをします。 

⑤医師の指示による医療処置 

 在宅点滴注射、カテーテル管理（経管栄養、尿留置カテーテルなど）、在宅酸素療法、 

人工呼吸機、インシュリン注射などの医療処置が必要な方の在宅療養を支援します。 

⑥ターミナルケア 

 がん末期や終末期を住み慣れた在宅で最期まで過ごせるよう、医師の指示による疼痛管理

や症状緩和などにも適切に対処し、心のケアも行ないます。 

⑦ご家族等への介護支援・相談 

 介護方法や介護用品の助言、不安の相談などを受けます。 
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☆訪問看護サービスの利用に関して 

①サービス提供を行う訪問看護員 

    サービス提供時に、担当の訪問看護員を決定します。ただし、実際のサービスの提供にあ 

たっては、複数の訪問看護員が交替してサービスを提供します。 

②訪問看護員の交替 

ア．利用者からの交替の申し出 

選任された訪問看護員の交替を希望する場合には、当該訪問看護員が業務上不適当と 

認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して訪問看護 

員の交替を申し出ることができます。 

利用者から特定の訪問看護員の指定はできません。 

イ．事業者からの訪問看護員の交替 

事業者の都合により、訪問看護員を交替することがあります。 

訪問看護員を交替する場合に利用者及びそのご家族等に対してサービス利用上の不利

益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

③サービス実施時の留意事項 

ア．定められた業務以外の禁止 

訪問看護サービスの利用にあたり、利用者は定められたサービス以外の業務を事業所

に依頼することはできません。 

     イ．訪問看護サービスの実施に関する指示・命令 

         サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、事業所は訪問

看護サービスの実施に当って利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

ウ．備品等の使用 

訪問看護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使

用いたします。 

       ④訪問看護員の禁止行為 

           訪問看護員は、利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、次に該当する行為

は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 利用者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

2. 利用者の家族等に対する訪問看護サービスの提供 

3. 飲酒及び喫煙 

4. 利用者もしくはその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動 

5. その他利用者もしくはそのご家族等に行なう迷惑行為 
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＜サービス利用料金＞ 

ア．指定訪問看護ステーションによる介護保険による訪問看護療養費 

  理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合   ２，９４０円/回 

   ※１日３回以上の場合は９０／１００      

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合  ２，８４０円/回 

※２０分未満の算定においては、利用者に対し週に 1 回以上２０分以上の訪問看護を実施す

ることが条件となります。  

※１日３回以上の場合は５０／１００ 

 ※准看護師による訪問は上記単位の９０／１００で算定されます。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と

連携する場合 

１月につき２９，６１０円 

要介護５の場合＋８，０００円 

※准看護師による訪問が１回でもある場合は９８／１００ 

※緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は下記と同じです。 

 

（一般訪問の場合） 

 ＊サービス内容等に応じて、加算および減算されます。 

通常時間外加算 

（夜間） 

午後６時から午後１０時（夜間）の時間に訪問

看護を行った場合 

基本料金に 

２５％加算 

通常時間外加算 

（早朝） 

午前６時から午前８時（早朝）の時間に訪問看

護を行った場合 

基本料金に 

２５％加算 

通常時間外加算 

（深夜） 

午後１０時から午前６時（深夜）の時間に訪問

看護を行った場合 

基本料金に 

５０％加算 

複数名訪問看護加算 

二人の看護師等が同時に訪問看護サービスを行

う場合（利用者の身体的理由により１人の看護職員に

よる訪問看護が困難と認められる場合等） 

２,５４０円／回 

（３０分未満） 

４，０２０円／回 

（３０分以上） 

看護師等と看護補助者が同時に訪問看護サービ

スを行う場合（利用者の身体的理由により１人の看護

職員による訪問看護が困難と認められる場合等） 

２，０１０円／回 

（３０分未満） 

３，１７０円／回 

（３０分未満） 

訪問看護療養費 

（訪問看護） 

２０分未満 ３０分未満 
３０分以上 

１時間未満 

１時間以上 

１時間３０分未満 

３，１４０円 ４，７１０円 ８，２３０円 １１，２８０円 

訪問看護療養費 

（介護予防訪問

看護） 

２０分未満 ３０分未満 
３０分以上 

１時間未満 

１時間以上 

１時間３０分未満 

３，０３０円 ４，５１０円 ７，９４０円 １０，９００円 



 

7 

 

長時間訪問看護加算 

（*①別に厚生労働大臣が定める状態のイ～ホ

に該当するもの）に対して、１時間３０分を超

える訪問看護を行った場合 

３,０００円／回 

緊急時訪問看護加算

（Ⅱ） 

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に

対して２４時間連絡体制にあり、さらに計画外

の緊急時訪問を必要に応じて行う場合 

５,７４０円／月 

専門管理加算 
専門の研修を受けた看護師又は特定行為研修を

修了した看護師が、計画的な管理を行った場合 
２，５００円／月 

特別管理加算（Ⅰ） 

特別な管理を要するご利用者（*①別に厚生労働

大臣が定める状態のイに該当するもの）に対し

て訪問看護を行う場合 

５,０００円／月 

特別管理加算（Ⅱ） 

特別な管理を要するご利用者（*①別に厚生労働

大臣が定める状態のロからホに該当するもの）

に対して訪問看護を行う場合 

２,５００円／月 

ターミナルケア加算 
死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上ター

ミナルケアを行なった場合 

２５,０００円／ 

死亡月に１回 

初回加算（Ⅰ） 

新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し

て、退院した日に初回の指定訪問看護を提供し

た場合 

３,５００円／月 

初回加算（Ⅱ） 

新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し

て、退院した日の翌日以降に初回の指定訪問看

護を提供した場合 

３,０００円／月 

退院時共同指導加算 

入院中または入所中の者に対して看護師が（准

看護師を除く）主治医等と連携して在宅生活に

おける必要な指導を行い、その内容を文書によ

り提供を行い、退院後に初回の訪問看護を行っ

た場合（初回加算を算定した場合は算定しない） 

６,０００円／回 

（特別な管理を必

要とする場合は 2

回に限り） 

看護・介護職員連携 

強化加算 

指定訪問介護事業と連携し、たんの吸引等が必

要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対

する助言等の支援を行った場合 

２,５００円／月 

看護体制強化加算 
在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴

う医療ニーズへの対応を強化した場合 

Ⅰ ５，５００円／月 

Ⅱ ２，０００円／月 

※緊急時訪問看護加算、特別管理加算（Ⅰ）（Ⅱ）およびターミナルケア加算については、 

区分支給限度基準額の算定対象外となります。 

※後記（*②別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの）の方および、主治医から特別指示

書を交付された場合は、介護保険の方も医療保険の適用となります。 

☆（*①別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの）とは次のとおりです。 

    イ．在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管 

カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 
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    ロ．在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、 

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿 

指導管理、在宅持続陽圧呼吸法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺 

高血圧症指導管理を受けている状態 

ハ．人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

ニ．真皮を超える褥瘡の状態 

ホ．点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

 

イ．医療保険による訪問看護 

（被保険者証の種別によって、下記料金の自己負担額が１～３割と異なります） 

 週３日目まで 週４日目以降 

訪問看護基本療養費

（Ⅰ） 
一般住宅の場合 

５,5５０円／日 

（准看護師の場合は

５,０５０円／日） 

６,５５０／日 

（准看護師の場合は

６,０５０円／日） 

（PT,OT,ST の場合

は 5,550 円／日） 

訪問看護基本療養費 

（Ⅱ） 

同一建物に 

同日 1 人又は 2 人 

５,5５０円／日 

（准看護師の場合は

５,０５０円／日） 

６,５５０円／日 

（准看護師の場合は

６,０５０円／日） 

同一建物に 

同日 3 人以上 

２,７８０円／日 

（准看護師の場合は

２,５３０円／日） 

３,２８０円／日 

（准看護師の場合は

３,０３０円／日） 

訪問看護管理療養費 

安全な提供体制が整備されており、訪問看

護計画書及び訪問看護報告書を主治医に

提供するとともに、訪問看護の実施に関し

て計画的な管理を継続して行なった場合 

 

 

月の初日の訪問 

７,６７０円／日 

 

 
 

 

 

２日目以降 

イ 3,000 円／日 

ロ 2,500 円／日 

＊サービス内容等に応じて、加算されます。 

（被保険者証の種別によって、下記料金の自己負担額が１～３割と異なります） 

難病等複数回訪問加算 

（*①と*②別に厚生労働大臣が定

める状態にあるもの）、特別訪問看

護指示書の交付を受けた利用者に

対して、必要に応じて１日に２回又

は３回以上の訪問看護を行った場

合 

１日２回の訪問 

⑴ 同一建物内 1人 4,500円 

⑵ 同一建物内 2人 4,500円 

⑶ 同一建物内3人以上 4,000

円 

１日３回以上の訪問 

⑴ 同一建物内 1人 8,000円 

⑵ 同一建物内 2人 8,000円 

⑶ 同一建物内3人以上 7,200

円 
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長時間訪問看護加算 

（*①別に厚生労働大臣が定める状

態にあるもの）、特別訪問看護指示

書を受けた利用者に対して１回の

訪問看護の時間が９０分を越えた

場合 

５,２００円／ 

   週 1回を限度 

夜間早朝訪問看護加算 

夜間（午後６時から午後１０時）又

は早朝（午前６時から午前８時）の

時間に訪問看護を行った場合 

２,１００円／日 

深夜訪問看護加算 
午後１０時から午前６時（深夜）の

時間に訪問看護を行った場合 
４,２００円／日 

２４時間対応体制加算 

電話等により看護に関する意見を

求められた場合、常時対応できる体

制にあり、さらに必要に応じて緊急

時訪問看護を行う体制にある場合 

看護業務の負担軽減の取組を実施 

イ  6,800 円／月 

上記以外 

ロ  6,520 円／月 

特別管理加算 

特別な管理を必要とする者（*①別

に厚生労働大臣が定める状態にあ

るもの）に対して、利用者に係る訪

問看護の実施に関する計画的な管

理を行った場合 

(*①別に厚生労働大臣が定め

る状態にあるもの)のイ  

（重症度の高い状態） 

５,０００円／月 

(*①別に厚生労働大臣が定める状

態にあるもの)のロ～ヘ  

２,５００円／月 

訪問看護ターミナル 

ケア療養費 

死亡日及び死亡日前１４日以内に２

回以上の訪問看護を実施し、かつター

ミナルケアに係る支援体制について

利用者およびその家族等に対して説

明した上でターミナルケアを行った

場合 

２５,０００円／ 

   死亡月に１回 

複数名訪問看護加算 

利用者およびその家族等に説明した

上で、2 人の看護師等が同時に訪問

看護を行う場合（暴力行為等、1 人

の看護師等による訪問看護が困難

と認められる場合等） 

イ 看護師等 

⑴ 同一建物内 1人 4,500円 

⑵ 同一建物内 2人 4,500円 

⑶ 同一建物内 3人以上 4,000円 

ロ 准看護師 

⑴ 同一建物内 1人 3,800円 

⑵ 同一建物内 2人 3,800円 

⑶ 同一建物内 3人以上 3,400 円 
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退院時共同指導加算 

主治医の所属する保健医療機関ま

たは介護老人保健施設に入院・入所

中の利用者または家族に対して、看

護師等（准看護師を除く）が主治医

または施設職員と連携して在宅生

活における必要な指導を行い、その

内容を文書により提供した場合 

８,０００円／回 

特別管理指導加算 

退院後、特別な管理が必要な者 

（*①別に厚生労働大臣が定める状

態にあるもの）に対して、退院時共

同指導を行った場合 

２,０００円／回 

退院支援指導加算 

（*①と*②別に厚生労働大臣が定

める状態にあるもの）が診療により

退院当日の訪問看護が必要である

と認められた際、病院から退院する

日に在宅での療養上の指導を行っ

た場合 

６,０００円／回 

訪問看護      

情報提供療養費 

利用者の同意を得て、当該利用者の

居住地を管轄する市町村等に対し

て、訪問看護状況を示す文書を添え

て、保健福祉サービスに必要な情報

を提供した場合 

１,５００円／月 

看護・介護職員連携強化

加算 

介護職員等が喀痰吸引等を実施し

ている場合について、訪問看護ステ

ーションが喀痰吸引等の業務を行

う介護職員等の支援を行った場合 

２，５００円／月 

訪問看護医療DX情報

活用加算 

健康保険法の規定による電子資格

確認により、診療情報を取得等した

上で指定訪問看護の実施に関する

計画的な管理を行った場合 

５０円／月 

（*②別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの）とは次のとおりです。 

イ．末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊

髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連

疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病（ホーエン・

ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のも

のに限る）をいう）、多系統縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャ

イ・ドレガー症候群）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白

質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経

炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

 ○全サービス共通 

①介護保険給付の支給限度額を超えてのサービス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金表に 

定められた「サービス利用料金」欄の全額負担となります。 

②複写物の交付 

    利用者は、サービス提供についての記録その他複写物を必要とする場合には実費相当分を 

ご負担いただきます。   １枚につき １０円 

③日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担いただくことが 

適当であるものにかかる費用を除きます。 

④通常実施区域外の交通費 

通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、 

１回の利用につき３００円をいただきます。 

   

６．利用料金のお支払い方法 

 利用者は１ヶ月分のサービス利用料を、事業者が発行する利用料請求書に基づき、翌月２６日

までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

７．利用の中止、変更、追加 

 ○利用予定日の前に、利用者の都合によりサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たな 

サービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに、担当の介 

護支援専門員と調整の上、事業所に申し出てください。 

 ○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取

消料として６００円をお支払いいただく場合があります。 

   ただし、利用者の体調不良等の正当な事由がある場合には、この限りではありません。 

 

８．サービスの終了に伴う援助について 

利用者は、以下の事由によりサービスを終了することができます。 

 ○利用者から契約解除の申し出があった場合 

 ○利用者及びご家族の故意または重大な過失により、契約の継続が困難な場合 

 ○事業者のやむを得ない事情による契約の継続が困難な場合 

ア．下記指定口座への振込み 

  鶴岡信用金庫 酒田営業部 普通預金 １０５２４６３ 

   株式会社樫の木（カ．カシノキ） 

   代表取締役 冨樫正樹 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 
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 ○利用者が死亡した場合 

サービスが終了する場合には、事業所はご利用者の置かれている環境等を勘案し、必要な援助を 

行うよう努めます。 

 

９．サービス提供における事業者の義務 

 当事業所は、利用者に対しサービスを提供するにあたって、利用者の生命、身体、生活環境等の

安全やプライバシーの保護などに配慮する義務を負います。当事業所では、利用者に対してサービ

スを提供するにあたり、次のことを守ります。 

 ①利用者の生命、身体、財産の安全に配慮します。 

  ②非常災害に関する具体的計画を策定します。（消防計画及び防火管理者の選任） 

  ③提供したサービスの記録を作成し、サービス終了後から５年間保存します。また、利用者か

らの求めがある時は閲覧させ、またはその複写物を交付します。 

  ④利用者に対して身体拘束その他の行動制限を行いません。ただし、利用者または他の利用者

等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を整備するなど、適正な

手続きにより身体拘束を行う場合があります。 

  ⑤利用者のサービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合に

は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた医療機関への連絡を行う等の必要な処置を講じます。 

 

１０．事故発生時の対応について 

  サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じます。また、重大な事故の場合には県及び市町村（保険者）に事故報告書を

提出いたします。 

 

１１．個人情報の使用について 

 ①当事業所とその職員は、業務上知り得た利用者または身元引受人もしくはその家族等に関する

秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 

ただし、下記の場合には事前承諾なく個人情報を使用します。 

・ご家族の方への心身の状況説明 

・介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料のため 

・介護保険事務のため 

・入退所等の管理、会計・経理、事故等の報告、介護サービスの向上等管理業務のため 

・当施設で行われる学生実習への協力のため 

・損害賠償保険などにかかわる保険会社等への相談又は届出等のため 

・法に定められた届出や統計のため 

・監督官庁への報告及び求めがあった場合 

なお、介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等での使用に

際しては、予め利用者もしくは身元引受人に承諾を得た後に使用します。この場合、利用者

個人を特定できないように仮名等を使用します。 

③ 前項に掲げる事項は、サービス利用終了後も同様の取り扱いとします。 
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１２．緊急時の対応について 

  利用者本人およびご家族からの緊急の連絡を２４時間体制で受け付けられるようにしています。 

連絡先事業所 緊急連絡先 

コンフォート樫の木 ０２３４-４３-１７７１ 

①月～金曜日の受付時間内（8：30～17：３０）の時間帯は、ケアマネージャーと連絡をと

り、必要なサービスの提供を行います。 

  ②①以外の時間帯は当事業所の責任者が輪番制で対応します。 

 

１3．利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

利用者アンケート調査、 

意見箱等利用者の意見 

を把握する取り組みの 

状況 

1、 あり 

 

2、なし 

実施日 

令和  年  月  日 

結果の開示 

1、 あり 

2、なし 

第三者による評価の実 

施状況 

1、 あり 

 

 

2、なし 

実施日 

令和  年  月  日 

 

評価期間名称 

結果の開示 

1、 あり 

 

2、 なし 

  

14．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

 サービス利用における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

コンフォート樫の木 

受付窓口  阿部 かほり（管理者） 

受付時間  ８：３０～１７：３０ （毎週月～金曜日） 

電話番号  ０２３４-４３-１７７１ 

 

（２）行政機関その他苦情受付期間 

酒田市役所 健康福祉部    

高齢者支援課 

所在地  酒田市本町２丁目２－４５ 

電話番号 ０２３４-２６-５３６３（代表） 

山形県国民健康団体連合会 

介護保険課介護サービス推進室 

所在地 寒河江市寒河江久保６番地 

電話番号 ０２３７－８７－８００６（苦情・相談専用） 

受付時間 午前９時～午後４時（月～金曜日） 

   （祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く） 

 

平成２７年４月１日制定  平成２７年８月１日改定  平成２８年４月１日改定 

平成２９年４月１日改定  平成３０年４月１日改定  令和元年 10月 1 日改定 

令和 ２年１月１日改定  令和 ２年４月１日改定  令和 ３年４月１日改定 

令和３年１１月１日改定  令和5年 4月1日 改定  令和6年 1月1日 改定 

令和6年 6月1日改定 
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（介護予防）訪問看護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

 

 

             令和   年   月   日 

事業所所在地 山形県酒田市こあら二丁目４番地の６ 

事業所名 コンフォート樫の木 

管理者氏名         管理者  阿 部  か ほ り      

説明者氏名         説明者                  

 

 

 

 

上記内容の説明を事業者から受け、（介護予防）訪問看護サービスの利用にかかる重

要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

 

令和   年   月   日 

利用者 
〒 

 

氏 名   

代理人 
〒 

 

氏 名  

（代理人続柄        ） 


